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公共施設の開館状況及び利⽤制限・条件等
市⻑メッセージ

公共施設の利⽤制限を解除します

 佐賀県及び福岡県のまん延防止等重点措置が3⽉6⽇までの期限をもって解除さ
れる⾒込みであるため、市の公共施設で実施していた利⽤制限（県外居住者の利
⽤⾃粛の協⼒要請）についても、3密対策などの必要な感染防止策を徹底した上で
解除することとしましたのでお知らせします。
 また、学校施設については施設開放を再開します。

●利⽤制限の解除⽇ 3⽉7⽇（⽉曜⽇）から
 学校施設（体育館・運動場）の開放再開 3⽉7⽇（⽉曜⽇）から
●対象施設 別紙のとおり
●解除する制限内容
 ・県外居住者の利⽤⾃粛の協⼒要請
 ・学校施設の開放中止

※なお、図書館、勤労⻘少年ホーム、⽂化会館、サンメッセ⿃栖、各まちづくり
推進センター等においては、3密対策として、個⼈の利⽤時間、⼊場制限、⼀部
サービス制限などは引き続き実施します。

 なお、本⽇の会議において、市⻑メッセージとして別紙のとおり発信しますの
であわせてお知らせします。

事業内容



市長メッセージ 

 
 新型コロナウイルス感染症への対応が⻑期に及ぶ中、保健医療従事者の皆さま、エッセンシャル
ワーカーの皆さま、事業者の皆さま、市⺠の皆さまにおかれましては、⻑期間にわたり感染防止に
ご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。 
 佐賀県のまん延防止等重点措置は３月６日（日曜日）で解除となりますが、ご自身や大切なご家
族を守り、日常を取り戻すため、引き続き感染防止対策をお願いします。 
 
～小児用（５～１１歳）ワクチンの接種を始めます～ 

 現在、本市では、新型コロナウイルスワクチンの２回目接種を終了した日から６カ月以上経過し
た方から、３回目の接種券を順次発送していますが、５〜１１歳の小児用ワクチンの接種を進める
ため、これから対象者に接種券を発送します。 
 小児用ワクチンは、今後、接種対象者数に応じたワクチンが随時供給される見込みであることか
ら、接種券をワクチンの供給と予約の状況にあわせて、３月８日（火曜日）から年齢の高い順に  
２回に分けて発送する予定です。 
 現在、１０歳未満のこどもの新型コロナウイルス感染が増えてきており、学校や保育園、幼稚園
などでも感染による影響が出ています。感染したこどもは軽症で治まっても、基礎疾患をお持ちの
方や高齢の方がいらっしゃると、家庭内感染による重症化のリスクが心配されます。 
 ワクチン接種について不安をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、ワクチンは新型コロナウ
イルスに感染した場合の免疫をつけ、先に接種開始している海外では、高い発症予防効果が報告さ
れています。 
 小児用ワクチンの接種にあたっては、お送りする接種券の中に、保護者向け、こども向けのお知
らせを同封していますので、そちらをご覧いただき、是非接種をご検討ください。 
 市⺠の皆さまには、接種をしない方への配慮、また、感染を特定するような⾏動や不当な差別、
いじめは決してしないよう、あらためてお願いいたします。 
 
～鳥栖市プレミアム付商品券の使用が始まります～ 

 昨年配布した「鳥栖市応援クーポン券」では、事業者の皆さまのご協力のもと、多くの皆さまに  
ご利用いただきました。誠にありがとうございました。 

３月１８日（金曜日）からは、「鳥栖市プレミアム付商品券」の使用が始まります。 
 このプレミアム付商品券は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた地域経済の回
復・立直しを図ることを目的に取り組むもので、商品券は８月末まで、大型店舗のテナントを含め
て、約５４０店舗で使用できます。 
 今回、本市では、これまでの紙の商品券とは別に、初めて電子商品券を販売し、キャッシュレス
化の推進及び感染防止対策に繋げることとしました。 
 紙の商品券、電子商品券のどちらも購入申し込みは一旦２月末で終了していますが、今後、追加
販売を⾏う予定です。 
 追加販売につきましては、準備でき次第、市公式ホームページ等でお知らせする予定です。 
 第６波により大きなダメージを受けた地域経済を回復させる一助として、感染対策に十分留意し
ていただきながら、商品券の購入及び使用をお願いします。 
 

令和４年３月４日 
 鳥栖市新型コロナウイルス感染症対策本部  

本部⻑  鳥栖市⻑ 橋本康志 



◎公共施設の開館状況及び利用制限・条件等

【屋内施設】 令和4年3月4日現在
施設数 施  設  名 施設の状況 利用制限・3密対策等の概要 担当課

市⺠体育館
（※改修工事のため3/31まで利用不可）
市⺠体育館諸室 ※旧多目的ホール
（※改修工事のため3/31まで利用不可）

2 市⺠体育センター

3 図書館 開館 3月7日（月） 〜
※３密対策として、利用時間（１時間以内）、椅子の一部撤
去、一部サービスの制限あり

図書館
（85-3630）

4 同和教育集会所 開館 3月7日（月） 〜 ※利用人数の制限

5 勤労⻘少年ホーム 開館 3月7日（月） 〜
※利用人数の制限
※感染拡大防止を理由とする使用中止については,使用料の全額
還付を行います。(令和4年3月31日まで)

6 市⺠⽂化会館 開館 3月7日（月） 〜
※３密対策として、ホール・諸室の利用人数の制限あり
※感染拡大防止を理由とする使用中止については,使用料の全額
還付を行います。(令和4年3月31日まで)

⽂化芸術振興課
（85-3645）

サンメッセ鳥栖 ※感染拡大防止を理由とする使用中止については,使用料の全額
還付を行います。(令和4年3月31日まで)

サンメッセ鳥栖２階
 図書コーナー

※３密対策として、学習スペース、パソコンコーナー、AVコー
ナーの利用中止、主催イベントの一部中止
※３密とならないよう、滞在時間は1時間程度、閲覧席を減ら
し、入場を制限する場合があります。

8 鳥栖まちづくり推進センター
9 鳥栖まちづくり推進センター分館

10 鳥栖北まちづくり推進センター
11 田代まちづくり推進センター
12 弥生が丘まちづくり推進センター
13 若葉まちづくり推進センター
14 基里まちづくり推進センター
15 基里まちづくり推進センター分館
16 麓まちづくり推進センター
17 旭まちづくり推進センター

18
中央老人福祉センター
（鳥栖北まちづくり推進センター分館） 開館 3月7日（月） 〜 ※３密対策は上記と同様 高齢障害福祉課

（85-3554）

19 鳥栖小学校体育館
20 鳥栖北小学校体育館
21 田代小学校体育館
22 弥生が丘小学校体育館
23 若葉小学校体育館
24 基里小学校体育館
25 麓小学校体育館
26 旭小学校体育館
27 鳥栖中学校体育館
28 田代中学校体育館
29 基里中学校体育館
30 鳥栖⻄中学校体育館

31 新鳥栖駅観光案内所（新鳥栖駅構内） 開館 − 商工振興課
（85-3605）

 必要な感染防止策を徹底した上で、各施設の利用制限（県外居住者の利用自粛要請）を3月7日から解除します。引き続
き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設使用時の3密対策等へのご協力をお願いします。

利用制限の解除

1

開館 3月7日（月） 〜
※感染拡大防止を理由とする使用中止については,使用料の全額
還付を行います。(令和4年3月31日まで)

スポーツ振興課
（85-7332）

生涯学習課
（85-3694）

7 開館 3月7日（月） 〜 サンメッセ鳥栖
（84-2121）

開館 3月7日（月） 〜

市⺠協働推進課
（85-3576）開館 3月7日（月） 〜

※３密とならないよう、次の制限を行っています
・ロビーなどの共有スペースの使用時間の制限
・会議室などの利用人数の制限
・会食、試食の禁止
・身体的接触のある活動の制限
・感染拡大防止を理由とする使用中止については、使用料の全
額還付を行います。（令和4年3月31日まで）
＊詳しくは各まちづくり推進センターへ

教育総務課
（85-3691）

−

※感染者確認により学級閉鎖等を行った場合、施設開放が中止
となることもあります。



【屋外施設】 令和4年3月4日現在
施設数 施  設  名 施設の状況 利用制限・3密対策等の概要 担当課

32 駅前不動産スタジアム 開場

33 北部グラウンド 開場

34 市⺠球場
35 市⺠庭球場
36 市⺠⼸道場
37 陸上競技場
38 市⺠公園庭球場
39 市⺠相撲場
40 市⺠運動広場
41 高田町運動広場
42 飯田町運動広場
43 下野町運動広場
44 市⺠アーチェリー場
45 元町運動広場
46 儀徳町運動広場
47 基里運動広場

48 田代小学校運動広場（夜間）

49 麓小学校運動広場（夜間）

50 鳥栖小学校運動場
51 鳥栖北小学校運動場
52 田代小学校運動場
53 弥生が丘小学校運動場
54 若葉小学校運動場
55 基里小学校運動場
56 麓小学校運動場
57 旭小学校運動場
58 鳥栖中学校運動場
59 田代中学校運動場
60 基里中学校運動場
61 鳥栖⻄中学校運動場

開場 3月7日（月） 〜
※感染拡大防止を理由とする使用中止については,使用料の全額
還付を行います。(令和4年3月31日まで)

〜
※感染者確認により学級閉鎖等を行った場合、施設開放が中止
となることもあります。

利用制限等の解除

スポーツ振興課
（85-7332）

スポーツ振興課
（85-7332）

※感染拡大防止を理由とする使用中止については,使用料の全額
還付を行います。(令和4年3月31日まで)

3月7日（月） 〜

教育総務課
（85-3691）

スポーツ振興課
（85-7332）

開場 3月7日（月） 〜
※感染者確認により学級閉鎖等を行った場合、施設開放が中止
となることもあります。

開場 3月7日（月）


